
改正下請法で何が変わるのか 

令和 8 年 1 月 1 日施行の新・下請法（正

式名称「製造委託等に係る中小受託事業者

に対する代金の支払の遅延等の防止に関す

る法律」）では、発注側と受注側との価格交

渉が法的に義務づけられます。中小受託事

業者がコスト増を理由に価格見直しを申し

出た際、委託事業者が正当な協議を拒否す

ることは、今後違法行為とみなされる可能

性があります。 

この改正により、価格交渉の「結果」では

なく「交渉の姿勢」自体が法の監視対象と

なるため、価格転嫁を申し出ることが実務

上の正当権利として明確になります。 

対象事業者と規制の範囲拡大 

今回の改正では、保護対象となる中小受

託事業者の基準が見直され、従来の「資本

金要件」に加えて「従業員数基準」が導入さ

れます。これにより形式上は大企業に見え

るが実質的には中小規模の事業者が保護対

象に含まれるようになり、適用範囲が実務

に即して拡大されます。 

手形廃止で資金繰りが安定化 

支払い方法に関しても大きな変更が加え

られます。新法では、手形による支払が原

則禁止され、代金は現金で支払うことが義

務づけられます。これにより、支払期日か

ら現金化まで最大で 120 日かかっていた従

来の手形取引から脱却し、最長でも 60 日以

内の現金回収が可能になります。 

この改正は、資金繰りに不安を抱える受

託側の経営安定に直結するものであり、と

りわけ仕入額の大きい製造業や工事業、物

流業などの中小企業にとっては日常的なキ

ャッシュフロー改善に直結する重要な施策

となります。 

物流業者への明確な保護も 

さらに、これまで下請法の枠外であった

「運送委託」も新たに適用対象として明記さ

れました。発荷主が運送業者に対して直接

委託を行う場合、運送業者は法的に保護さ

れる立場となります。 

たとえば荷役や荷待ちを無償で強いられ

るような取引、燃料費高騰に対する価格交

渉の拒否なども、今後は法の対象として是

正が可能となります。中小の運送業者にと

っては、契約内容の明確化と価格転嫁の要

求が制度的に支えられることで、収益構造

の見直しと労務改善のきっかけにもなり得

ます。 
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